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第２号議案 

   吉川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 吉川市国民健康保険条例（昭和３４年吉川町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （出産育児一時金） 

第７条 被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時

金として４８８，０００円を支給する。ただ

し、市長が健康保険法施行令(大正１５年勅令

第２４３号)第３６条の規定を勘案し、必要が

あると認めるときは、規則で定めるところによ

り、これに３０，０００円を上限として加算す

るものとする。 

２ 略  

  

 

 （出産育児一時金） 

第７条 被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時

金として４２０，０００円を支給する。 

 

 

 

 

 

２ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第７条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時

金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例に

よる。 
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  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正を踏まえ、出産育児一時金

の支給額を引き上げたいので、この案を提出するものである。 
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第３号議案 

   吉川市介護福祉総合条例及び吉川市こども発達センター条例の一部を改正する条例 

 （吉川市介護福祉総合条例の一部改正） 

第１条 吉川市介護福祉総合条例（平成１２年吉川市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1)～(5) 略  

 (6) 難病患者 治療法が確立していない疾病そ

の他の特殊の疾病であって障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第４条第１項の政令

で定めるものによる障害の程度が同項の主務

大臣が定める程度である者であって１８歳以

上であるものをいう。 

 (7)及び(8) 略 

 (9) 障害児 身体障害者福祉法第１５条第４項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者（１５歳未満の者にあっては、障害を有す

る本人。以下同じ。）、療育手帳の交付を受

けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第５条に規定する精神障害者（発達

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1)～(5) 略  

 (6) 難病患者 治療法が確立していない疾病そ

の他の特殊の疾病であって障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者

総合支援法」という。）第４条第１項の政令

で定めるものによる障害の程度が同項の厚生

労働大臣が定める程度である者であって１８

歳以上であるものをいう。 

 (7)及び(8) 略 

 (9) 障害児 身体障害者福祉法第１５条第４項

の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者（１５歳未満の者にあっては、障害を有す

る本人。以下同じ。）、療育手帳の交付を受

けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第５条に規定する精神障害者（発達
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障害者支援法第２条第２項に規定する発達障

害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障

害者を除く。）及び治療法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合

支援法第４条第１項の政令で定めるものによ

る障害の程度が同項の主務大臣が定める程度

である者で、１８歳未満であるものをいう。 

 

 (10)～(22) 略 

２ 略 

 

第７条 市は、法令及びこの条例に定めるところ

により、次に掲げる介護福祉を行う。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 身体障害者に対する福祉施策 

  ア～コ 略 

  サ 障害者総合支援法第７７条第１項第６号

に規定する事業のうち、日常生活上の便宜

を図るための用具であって主務大臣が定め

るものの給付又は貸与に係る事業（以下

「障害者日常生活用具の給付等」とい

う。） 

  シ～ヘ 略 

 (7)～(11) 略 

 

 （条例で定める介護福祉の内容） 

第８条 前条に掲げる介護福祉のうち条例で定め

る介護福祉（介護保険給付以外のものをいう。

以下この節において同じ。）の内容は、次の各

障害者支援法第２条第２項に規定する発達障

害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障

害者を除く。）及び治療法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合

支援法第４条第１項の政令で定めるものによ

る障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める

程度である者で、１８歳未満であるものをい

う。 

 (10)～(22) 略 

２ 略 

 

第７条 市は、法令及びこの条例に定めるところ

により、次に掲げる介護福祉を行う。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 身体障害者に対する福祉施策 

  ア～コ 略 

  サ 障害者総合支援法第７７条第１項第６号

に規定する事業のうち、日常生活上の便宜

を図るための用具であって厚生労働大臣が

定めるものの給付又は貸与に係る事業（以

下「障害者日常生活用具の給付等」とい

う。） 

  シ～ヘ 略 

 (7)～(11) 略 

 

 （条例で定める介護福祉の内容） 

第８条 前条に掲げる介護福祉のうち条例で定め

る介護福祉（介護保険給付以外のものをいう。

以下この節において同じ。）の内容は、次の各
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号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

 (1)～(21) 略 

 (22) 障害福祉サービス等利用者負担助成 障

害者総合支援法第５条第１項に規定する障害

福祉サービス若しくは児童福祉法第２１条の

５の２各号に掲げる障害児通所支援又は次の

いずれかの福祉施策を利用した者が当該障害

福祉サービス又は福祉施策に要した費用の合

計額から当該費用につき障害者総合支援法第

２９条第１項の規定により支給された介護給

付費及び訓練等給付費並びに同法第３０条第

１項の規定により支給された特例介護給付費

及び特例訓練等給付費の額を控除して得た額

並びに当該福祉施策につき第２４条の１２第

３項の規定により負担する額の合計額（以下

この号において「法令の規定による負担額」

という。）が同法第２９条第３項第１号の主

務大臣が定める基準により算定した費用の額

及び第２号の家計の負担能力その他の事情を

しん酌して政令で定める額の合計額（以下こ

の号において「負担上限月額」という。）を

超えるときに法令の規定による負担額から負

担上限月額を控除して得た額を当該利用した

者（障害児にあっては、障害児の保護者）に

助成する施策 

  ア～オ 略 

 (23)～(28) 略 

２ 略 

号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

 (1)～(21) 略 

 (22) 障害福祉サービス等利用者負担助成 障

害者自立支援法第５条第１項に規定する障害

福祉サービス若しくは児童福祉法第２１条の

５の２各号に掲げる障害児通所支援又は次の

いずれかの福祉施策を利用した者が当該障害

福祉サービス又は福祉施策に要した費用の合

計額から当該費用につき同法第２９条第１項

の規定により支給された介護給付費及び訓練

等給付費並びに同法第３０条第１項の規定に

より支給された特例介護給付費及び特例訓練

等給付費の額を控除して得た額並びに当該福

祉施策につき第２４条の１２第３項の規定に

より負担する額の合計額（以下この号におい

て「法令の規定による負担額」という。）が

同法第２９条第３項第１号の厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額及び第２

号の家計の負担能力その他の事情をしん酌し

て政令で定める額の合計額（以下この号にお

いて「負担上限月額」という。）を超えると

きに法令の規定による負担額から負担上限月

額を控除して得た額を当該利用した者（障害

児にあっては、障害児の保護者）に助成する

施策 

  ア～オ 略 

 (23)～(28) 略 

２ 略 
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 （吉川市こども発達センター条例の一部改正） 

第２条 吉川市こども発達センター条例（平成１４年吉川市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （利用料） 

第１０条 第２条第１号及び第２号に掲げる事業

を利用する児童（通所給付決定に係る児童に限

る。）の保護者（以下「通所給付決定保護者」

という。）は、法第２１条の５の３第２項第１

号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定

通所支援に通常要する費用（通所特定費用を除

く。）につき、内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定通

所支援に要した費用（通所特定費用を除く。）

の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に

要した費用の額）を利用料として市長に支払わ

なければならない。 

２ 略 

 

 

 （利用料） 

第１０条 第２条第１号及び第２号に掲げる事業

を利用する児童（通所給付決定に係る児童に限

る。）の保護者（以下「通所給付決定保護者」

という。）は、法第２１条の５の３第２項第１

号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定

通所支援に通常要する費用（通所特定費用を除

く。）につき、厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定通

所支援に要した費用（通所特定費用を除く。）

の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に

要した費用の額）を利用料として市長に支払わ

なければならない。 

２ 略 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年２月２７日提出 
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吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６号）

の施行に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第４号議案 

   吉川市地域公共交通協議会条例 

 （設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下

「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（法第５条第１項

に規定する地域公共交通計画をいう。次条において同じ。）の作成及び実施に関し必

要な協議を行うとともに、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９

条の２の規定に基づき、市民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増

進を図るために必要な協議を行うため、吉川市地域公共交通協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1) 地域公共交通計画の作成及び変更に係る協議に関すること。 

 (2) 地域公共交通計画の実施に係る協議に関すること。 

 (3) 市内の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に係る協議に関する

こと。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し、協議会が必要と認める事項に関

すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 法第２条第２号に規定する公共交通事業者等の代表者又はその指名を受けた者 

 (2) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名を受けた者 

 (3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はそ

の指名を受けた者 

 (4) 関係する行政機関の職員 

 (5) 学識経験者 

 (6) 市民 

 (7) 市の職員 
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 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。

ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

 （分科会） 

第７条 協議会は、必要に応じ、分科会を設置することができる。 

２ 分科会の委員は、第３条第２項に規定する者のうち、会長が必要と認めたものとする。 

３ 前２条の規定は、分科会について準用する。この場合において、これらの規定中「協

議会」とあるのは、「分科会」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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２ 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年吉

川町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬額 

略 

地域公共交通

協議会委員 

会長 日額 ７，９００

円 

委員 日額 ６，６００

円 

  

 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬額 

略 

  

 

  令和５年２月２７日提出 

 吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）及び道路運送

法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）の規定に基づき、必要な協議を行うための吉

川市地域公共交通協議会を設置したいので、この案を提出するものである。 
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第５号議案 

   吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１０年吉川市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第

７条関係） 

 (1)～(13) 略 

 (14) 吉川美南駅東口周辺地区地区整備計画区 

   域 

地区の区

分 

用途の制限 敷地面積の

最低限度 

高さの

最高限

度 

略 

Ｃ 地 区

（吉川美

南駅東口

周辺地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＣ地区

を い

う。） 

 次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

(1) マージ

ャン屋、

ぱちんこ

屋、射的

場、勝馬

投票券発

売所、場

 ２００平

方メートル 

 ただし、

次のいずれ

かに該当す

る建築物に

ついては、

この限りで

ない。 

(1) 公衆便

所又は巡

査派出所 

 ２０

メート

ル 

 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第

７条関係） 

 (1)～(13) 略 

 (14) 吉川美南駅東口周辺地区地区整備計画区 

   域 

地区の区

分 

用途の制限 敷地面積の

最低限度 

高さの

最高限

度 

略 
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外車券売

場その他

これらに

類するも

の 

(2) 自動車

教習所 

(3) 畜 舎

（動物病

院、ペッ

トショッ

プ、ペッ

トホテル

その他こ

れらに類

するもの

及び建築

物に附属

する床面

積の合計

が１５平

方メート

ル以下の

ものを除

く。） 

( 4 )  倉庫

（建築物

に附属す

るものを

(2) 令第１

３０条の

４に定め

るもの 
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除く。） 

Ｄ 地 区

（吉川美

南駅東口

周辺地区 

地区計画

の計画図

に表示す

るＤ地区

を い

う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

(1) 自動車

教習所  

(2) 畜 舎

（動物病

院、ペッ

トショッ

プ、ペッ

トホテル

その他こ

れらに類

するもの

及び建築

物に附属

する床面

積の合計

が１５平

方メート

ル以下の

ものを除

く。） 

(3) 倉 庫

（倉庫の

用途に供

 １５０平

方メートル 

 ただし、

次のいずれ

かに該当す

る建築物に

ついては、

この限りで

ない。 

(1) 公衆便

所又は巡

査派出所 

(2) 令第１

３０条の

４に定め

るもの 

 ２０

メート

ル 
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する部分

の床面積

の合計が

１，５０

０平方メ

ートル以

下のもの

を 除

く。） 

(4) 工 場

（令第１

３０条の

６に規定

するもの

を 除

く。） 

(5) 危険物

の貯蔵又

は処理に

供するも

の（敷地

内建築物

の供給処

理に伴う

ものを除

く。） 

(6) ガソリ

ンスタン

ド 
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Ｅ 地 区

（吉川美

南駅東口

周辺地区 

地区計画

の計画図

に表示す

るＥ地区

を い

う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

(1) 店舗、

飲食店、

事務所そ

の他これ

らに類す

る用途に

供するも

のでその

用途に供

する部分

の床面積

の合計が

１５０平

方メート

ルを超え

るもの 

(2) 大学、

高等専門

学校、専

修学校そ

の他これ

らに類す

るもの 

(3) 病院 

 １５０平

方メートル 

 ただし、

次のいずれ

かに該当す

る建築物に

ついては、

この限りで

ない。 

(1) 公衆便

所又は巡

査派出所 

(2) 令第１

３０条の

４に定め

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２

メート

ル 
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(4) ホテル

又は旅館 

(5) ボーリ

ング場、

スケート

場、水泳

場及び令

第１３０

条の６の

２で定め

る運動施

設 

(6) 自動車

教習所  

(7) 畜 舎

（動物病

院、ペッ

トショッ

プ、ペッ

トホテル

その他こ

れらに類

するもの

及び建築

物に附属

する床面

積の合計

が１５平

方メート
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ル以下の

ものを除

く。） 

(8) 倉 庫

（建築物

に附属す

るものを

除く。） 

(9) 自動車

車庫（建

築物に附

属するも

の を 除

く。） 

(10) 工場

（令第１

３０条の

６に規定

するもの

を 除

く。） 

(11) 危険

物の貯蔵

又は処理

に供する

もの（敷

地内建築

物の供給

処理に伴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

うものを

除く。） 

(12) 集会

場（業と

して葬儀

を行うも

の に 限

る。） 

(13) ガソ

リンスタ

ンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区地区計画の都市計画決定に伴い、当該計画の区域内における建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による建築物の制限を定めたいので、この案を提

出するものである。 
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第６号議案 

   吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 

第２５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定

こども園及び保育所に限る。以下この条におい

て同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理

者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福

祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関しそ

の教育・保育給付認定子どもの福祉のために必

要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人

格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運
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営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、懲戒権に係る規定を

削除したいので、この案を提出するものである。 
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第７号議案 

   吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「追加条項」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条項を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの

設備の基準） 

第８条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施

設等を併せて設置するときは、その行う保育に

支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的

保育事業所等の設備の一部と併せて設置する他

の社会福祉施設等の設備を兼ねることができ

る。 

 

 （衛生管理等） 

第９条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等

において感染症若しくは食中毒が発生し、又は

まん延しないように、職員に対し、感染症及び

 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの

設備の基準） 

第８条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施

設等を併せて設置するときは、必要に応じ当該

家庭的保育事業所等の設備の一部と併せて設置

する他の社会福祉施設等の設備を兼ねることが

できる。ただし、保育室及び各事業所に特有の

設備については、この限りでない。 

 

 （衛生管理等） 

第９条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等

において感染症若しくは食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講ずるよう努
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食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施するよう努めなければならな

い。 

３～５ 略 

 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの

職員の基準） 

第１５条 第８条の規定は、家庭的保育事業所等

に他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の

職員について準用する。この場合において、同

条中「設備」とあるのは、「職員」と読み替え

るものとする。 

 

 

 

 （非常災害の備え） 

第１７条 略 

２及び３ 略 

 

 （安全計画の策定等） 

第１７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所

等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安

全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外

での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等

での生活その他の日常生活における安全に関す

る指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育

事業所等における安全に関する事項についての

めなければならない。 

 

 

 

３～５ 略 

 

 （他の社会福祉施設等を併せて設置するときの

職員の基準） 

第１５条 第８条の規定は、家庭的保育事業所等

に他の社会福祉施設等を併せて設置する場合の

職員について準用する。この場合において、同

条本文中「設備」とあるのは「職員」と、同条

ただし書中「保育室及び各事業所に特有の設

備」とあるのは「利用乳幼児の保育に直接従事

する職員」と読み替えるものとする。 

 

 （非常災害の備え） 

第１７条 略 

２及び３ 略 
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計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計

画について周知するとともに、前項の研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の

確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の

見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を

行うものとする。 

 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第１７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児の事業所外での活動、取組等のための移動そ

の他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行

するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際

に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把

握することができる方法により、利用乳幼児の

所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者

を除く。）は、利用乳幼児の送迎を目的とした

自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びに

これらより一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落とし

のおそれが少ないと認められるものを除く。）
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を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止

する装置を備え、これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を

行わなければならない。 

 

 

第２０条 削除 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２０条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対し法第４７条第３項の規定により懲戒に関し

その利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採

るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等

その権限を濫用してはならない。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２０条の改正は、公布

の日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の第１７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等にお

いて利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自

動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置

（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情

があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないこと

ができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行

する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在

の確認を行わなければならない。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   
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提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、利用乳幼児の安全の確保に関する計画の策定及びバス送迎に当たっての

安全管理の徹底に係る規定等を定めるとともに、懲戒権に係る規定を削除したいので、こ

の案を提出するものである。 
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第８号議案 

   吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

吉川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「追加条項」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

（条及び項の表示並びに追加条項を除く。）に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （衛生管理等） 

第１１条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健

全育成事業所において感染症若しくは食中毒が

発生し、又はまん延しないように、職員に対

し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施するよう努め

なければならない。 

３ 略 

 

 （非常災害対策） 

第１７条 略 

２ 略 

 

 （安全計画の策定等） 

第１７条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利

 

 （衛生管理等） 

第１１条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健

全育成事業所において感染症若しくは食中毒が

発生し、又はまん延しないように必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

 

 

 

３ 略 

 

 （非常災害対策） 

第１７条 略 

２ 略 
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用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全

育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事

業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対す

る事業所外での活動、取組等を含めた放課後児

童健全育成事業所での生活その他の日常生活に

おける安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他放課後児童健全育成事業所における安全

に関する事項についての計画（以下この条にお

いて「安全計画」という。）を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全

の確保に関して保護者との連携が図られるよ

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内

容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全

計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。 

 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第１７条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利

用者の事業所外での活動、取組等のための移動

その他の利用者の移動のために自動車を運行す

るときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼

その他の利用者の所在を確実に把握することが
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できる方法により、利用者の所在を確認しなけ

ればならない。 

 

 （虐待等の禁止） 

第１９条 略 

 

 （業務継続計画の策定等） 

第１９条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放

課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常

災害の発生時において、利用者に対する支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

この条において「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めな

ければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

  

 

 

 

 （虐待等の禁止） 

第１９条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第１７条の２の
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規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけ

れば」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」

とする。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）の一部改正に伴い、利用者の安全の確保に関する計画及び感染症や非常災害の発生時

における業務継続計画の策定並びに自動車を運行する場合の利用者の所在の確認に係る規

定等を定めたいので、この案を提出するものである。 
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第９号議案 

   吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６５０，０００円を超える場

合においては、基礎課税額は、６５０，０００

円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２００，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２００，０００円とする。 

４ 略 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

所得割額） 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６３０，０００円を超える場

合においては、基礎課税額は、６３０，０００

円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が１９０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、１９０，０００円とする。 

４ 略 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

所得割額） 
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第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属

する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。以下「法」という。）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。）に１００分の６．６を乗じて算定す

る。 

２ 略 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後

の総所得金額等に１００分の２．１を乗じて算

定する。 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、国

民健康保険の被保険者１人について９，０００

円とする。 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課

税額の所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金

課税被保険者の基礎控除後の総所得金額等に１

００分の１．８を乗じて算定する。 

 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属

する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。以下「法」という。）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。）に１００分の６．４を乗じて算定す

る。 

２ 略 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後

の総所得金額等に１００分の１．９を乗じて算

定する。 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、国

民健康保険の被保険者１人について８，０００

円とする。 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課

税額の所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金

課税被保険者の基礎控除後の総所得金額等に１

００分の１．６を乗じて算定する。 
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 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課

税額の被保険者均等割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介

護納付金課税被保険者１人について１３，００

０円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２００，０００円を超

える場合には、２００，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 (1) 令第５６条の８９第２項第２号イに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険

 （介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課

税額の被保険者均等割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介

護納付金課税被保険者１人について１２，００

０円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６３０，０００円を超

える場合には、６３０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１９０，０００円を超

える場合には、１９０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

 (1) 令第５６条の８９第２項第２号イに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険
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者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について６，３００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて９，１００円 

 (2) 令第５６条の８９第２項第２号ロに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険

者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について４，５００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて６，５００円 

 (3) 令第５６条の８９第２項第２号ハに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険

者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について１，８００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて２，６００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内

に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯

に属する未就学児につき算定した被保険者均等

者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について５，６００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて８，４００円 

 (2) 令第５６条の８９第２項第２号ロに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険

者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について４，０００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて６，０００円 

(3) 令第５６条の８９第２項第２号ハに掲げる

世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険

者均等割額 国民健康保険の被保険者１人

について１，６００円 

  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者１人に

ついて２，４００円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内

に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前

である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課

する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯

に属する未就学児につき算定した被保険者均等
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割額（前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 略 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

  ア 前項第１号イに規定する金額を減額した

世帯 １，３５０円 

  イ 前項第２号イに規定する金額を減額した

世帯 ２，２５０円 

  ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した

世帯 ３，６００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

４，５００円 

  

割額（前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 略 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

  ア 前項第１号イに規定する金額を減額した

世帯 １，２００円 

  イ 前項第２号イに規定する金額を減額した

世帯 ２，０００円 

  ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した

世帯 ３，２００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

４，０００円 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   
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提案理由 

 国民健康保険制度の健全で安定的な財政運営を図るため、国民健康保険税の税率等の

改定をしたいので、この案を提出するものである。 
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第１０号議案 

   吉川市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市手数料条例の一部改正） 

第１条 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （手数料の徴収方法） 

第４条 手数料は、申請のとき申請人から徴収す

る。ただし、電柱利用広告については、この限

りでない。 

 

 

 （手数料の徴収方法） 

第４条 手数料は、申請のとき申請人から現金で

徴収する。ただし、電柱利用広告については、

この限りでない。 

 

 （吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例の一部改正） 

第２条 吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例（平成１２年吉川市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （手数料の徴収方法） 

第３条 手数料は、申請のとき申請人から徴収す

る。 

 

 

 （手数料の徴収方法） 

第３条 手数料は、申請のとき申請人から現金で

徴収する。 

 

 （吉川市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第３条 吉川市行政不服審査法施行条例（平成２８年吉川市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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  次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「削除項号」

という。）を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項号を除く。）

を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （審査請求人等への提出書類等の交付に係る手

数料） 

第２条 略 

 

 

 

 

 

 

 （審査関係人への提出資料の交付に係る手数

料） 

第９条 略 

 

 

  

 

 （審査請求人等への提出書類等の交付に係る手

数料の額等） 

第２条 略 

２ 前項の手数料は、次のいずれかの方法により

納付しなければならない。 

 (1) 現金 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２３年政令第１６

号）第１５６条第１項第１号に掲げる証券 

 

 （審査関係人への提出資料の交付に係る手数 

料等） 

第９条 略 

２ 第２条第２項の規定は、前項の手数料の納付

について準用する。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市民の利便性の向上を図り、吉川市のデジタル・トランスフォーメーションを推進する
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に当たり、デジタル技術を活用した、キャッシュレス決済に対応するため、この案を提出

するものである。 
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第１１号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区２号調整池工事（その１） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和５年６月３０日まで 

４ 請負金額  変更前 ４４４，４００，０００円 

        変更後 ４６１，８３５，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市栄町１４３２番地２ 

        氏名又は名称 名倉建設株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 名倉泰史 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年１２月９日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区２号調整池工事（そ

の１）の請負契約について、調整池法面部及び機械足場の地盤改良材の添加量を変更する

とともに、地下水の流入を防ぐための遮水矢板の長さを一部短くすることから、請負金額

の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第２７号議案 

   吉川市印鑑条例及び吉川市手数料条例の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 （吉川市印鑑条例の一部改正） 

第１条 吉川市印鑑条例（昭和５８年吉川町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （印鑑登録証明書の交付） 

第１５条 略 

２ 略 

３ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律

第１５３号。以下この項において「公的個人認

証法」という。）第２２条第１項に規定する利

用者証明用電子証明書の発行を受けた印鑑登録

者は、当該利用者証明用電子証明書及び民間端

末機（地方公共団体情報システム機構の公的個

人認証法第２条第５項に規定する利用者証明認

証業務の使用に係る電子計算機を経由して市の

使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続さ

れた通信端末機器をいう。）を用いて申請する

ことにより印鑑登録証明書の交付を受けること

ができる。 

 

 

 

４ 略 

 

 （印鑑登録証明書の交付） 

第１５条 略 

２ 略 

３ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律

第１５３号。以下この項において「公的個人認

証法」という。）第２２条第７項の規定により

利用者証明用電子証明書の提供を受けた被登録

者で、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番

号カードの提供を受けたものは、当該個人番号

カード及び民間端末機（地方公共団体情報シス

テム機構の公的個人認証法第２条第５項に規定

する利用者証明認証業務の使用に係る電子計算

機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気

通信回線で接続された通信端末機器をいう。）

を用いて申請することにより印鑑登録証明書の

交付を受けることができる。 

４ 略 
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 （吉川市手数料条例の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 吉川市手数料条例の特例に関する条例（令和４年吉川市条例第２４号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 令和５年１月２７日から令和６年３月３１日ま

での間、電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者

証明用電子証明書の発行を受けた者が、当該利用

者証明用電子証明書及び民間端末機（吉川市印鑑

条例（昭和５８年吉川町条例第８号）第１５条第

３項に規定する民間端末機をいう。）を用いて手

続をした場合における吉川市手数料条例（平成１

２年吉川市条例第６号）別表１の項第４号及び第

５号並びに同表２の項第１号、第８号、第１０号

及び第１７号に掲げる事務に係る手数料の額は、

同表の規定にかかわらず、１件又は１通につき１

００円とする。 

 

 

 

  

 

 令和５年１月２７日から令和６年３月３１日ま

での間、電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号）第２２条第７項の規定により利用

者証明用電子証明書の提供を受けた者で行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第７項に規定する個人番号カードの提供を受け

たものが、当該個人番号カード及び民間端末機

（吉川市印鑑条例（昭和５８年吉川町条例第８

号）第１５条第３項に規定する民間端末機をい

う。）を用いて手続をした場合における吉川市手

数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）別表１

の項第４号及び第５号並びに同表２の項第１号、

第８号、第１０号及び第１７号に掲げる事務に係

る手数料の額は、同表の規定にかかわらず、１件

又は１通につき１００円とする。 
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   附 則 

 この条例は、令和５年５月１１日から施行する。 

  令和５年２月２７日 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年

法律第１５３号）の一部改正により、個人番号カードの利用者証明用電子証明書のスマー

トフォン搭載が可能となり、当該スマートフォンによるコンビニ交付サービスの利用が令

和５年５月１１日以降順次開始されることが見込まれることから、所要の整備をしたいの

で、この案を提出するものである。 
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第２８号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区２号調整池工事（その２） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和７年３月２８日まで 

４ 請負金額  ２４９，７００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県三郷市上口一丁目５４番１３号 

               コーポローザンヌＢ棟２号室 

        氏名又は名称 株式会社松永建設三郷営業所 

        代表者職氏名 所長 棚瀬貴之 

  令和５年２月２７日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区２号調整池工事（その２）の請負契約を締結したいので、吉川

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条

例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 


